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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１１月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 
委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月１２日（木） １４時００分ごろ 

発生場所 大阪府泉南市岡田漁港 

 大阪府岡田港沖防波堤北灯台から真方位１１５°１３８ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.５′ 東経１３５°１６.５′） 

事故調査の経過  平成２３年１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ 一
いち

丸、５トン未満 

   ２５０－４７１４５大阪、個人所有 

   ２.７３ｍ×１.１２ｍ×０.３９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８６.８０kＷ、平成１３年４月 

Ｂ 水上オートバイ 亜星杏
あ せ あ ん

、５トン未満 

   ２５０－４３２６６大阪、個人所有 

   ２.６４ｍ×１.０８ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、７３.５５kＷ、平成１１年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６１年７月１８日 

    免許証交付日 平成１９年７月４日 

           （平成２４年７月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３６歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２１年５月８日 

    免許証交付日 平成２１年５月８日 

           （平成２６年５月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船底部に擦過傷 

Ｂ 右舷舷側防舷帯に擦過傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、岡田漁港の防波堤北東端沖付近を約

５０㎞/h の対地速力で右転中、同港港口付近で南方を向いて漂泊中のＢ船

を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船船首付近にウェイクボーダーＢが見えたので、右転を中

止し、アクセルを戻すと同時に左にハンドルを切った。 
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 Ａ船は、惰力で前進し、平成２２年８月１２日１４時００分ごろ、大阪

府岡田港沖防波堤北灯台から真方位１１５°１３８ｍ付近で、Ａ船の船首

がＢ船の右舷中央付近に衝突して乗り上げ、Ａ船がＢ船の船尾方にずり落

ちながら同乗者Ｂと接触した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、その後方に同乗者Ｂを乗せ、ウェイ

クボーダーＢを引いていたとき、ウェイクボーダーＢが転倒したので、漂

泊してウェイクボーダーＢが起き上がるのを待っていたところ、右舷後方

から接近してくるＡ船に気付いて大声を出したが、避航する間もなく衝突

した。 

 同乗者Ｂは、Ａ船と接触して落水し、救助されて病院に搬送され、肝損

傷及び右多発肋骨骨折と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

 その他の事項  船長Ａ、船長Ｂ、同乗者Ｂ及びウェイクボーダーＢは、救命胴衣を着用

していた。 

水上オートバイは、ハンドルを切ってジェット噴流の向きを変えること

で進路を変更しているので、推力（ジェット噴流）がなくなると、ハンド

ルを切っても進路を変更することができない。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、岡田漁港の防波堤北東端沖付近を右転

中、同港港口付近で漂泊しているＢ船を視認し、

アクセルを戻したことから、同時に左にハンドル

を切ったが、Ｂ船へ接近して衝突したものと考え

られる。 

 Ａ船は、アクセルを戻し、同時に左にハンドル

を切ったが、左転するための推力が得られなかっ

たことから、左転できなかったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、岡田漁港港口付近で、転倒したウェイ

クボーダーＢが起き上がるのを待つために漂泊し

ていたものと考えられる。 

原因  本事故は、岡田漁港の港口付近において、Ａ船が右転中、Ｂ船が漂泊

中、Ａ船が、漂泊しているＢ船を視認し、アクセルを戻したため、同時に

左にハンドルを切ったが左転できずにＢ船へ接近し、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 




